
資質を支えるスキル

<食に関する指導>

給食の時間の指導 教科等の指導 個別的な相談指導

Ⅳ 深化・貢献期相当
管理職期相当

(経験20年程度以上)

・研修の充実を図り、地域全体に助
言を行うなど、指導的役割を果た
す。

・研修の充実を図り、地域全体に助
言を行うなど、指導的役割を果た
す。

・専門職として相談・指導を実施す
るとともに、地域における指導的
役割を果たす。

Ⅲ 充実期相当
(経験10年から20年程度)

・関係職員と連携しながら、食に関
する全体計画の見直し・改善を図
り、中核となって取り組む。

・事例研究や調査研究を行い、研修
会や学会等で発表する。

・関係職員と連携しながら、食に関
する全体計画の見直し・改善を図
り、中核となって取り組む。

・事例研究や調査研究を行い、研修
や会や学会等で発表する。

・事例研究や調査研究を行い、研修
会や学会等で発表する。

Ⅱ 伸長期相当
(経験５年から10年程度)

・児童生徒の発育状況や栄養摂取状
況の実態について栄養アセスメン
トを行い、発達段階に応じた指導
を関係職員等と連携して行う。

・給食の時間における指導の状況を
適切に把握し、評価・改善し、学
校全体における指導の充実を図る。

・健康教育としての食に関する指導
について教科横断的な視点を持ち、
食に関する指導の全体計画にそっ
た継続的な指導を推進する。

・専門性をさらに高め、これまでの
実践について評価・改善し、成果
をまとめ、校内で共有し、指導の
充実を図る。

・専門性をさらに高め、これまでの
実践について評価・改善し、成果
をまとめ、校内で共有し、指導の
充実を図る。

Ⅰ 基礎形成期相当
(経験１年から５年程度)

・地域の食文化や産業等を理解し、
食に関する指導の全体計画に沿っ
て、学校給食を「生きた教材」と
して活用した食に関する指導を行
う。

・食育だよりやＩＣＴを活用した家
庭への食育を行う。

・教科や学級活動のねらいを理解し、
教育活動全般を通して、教科・学
級担任と連携し、食に関する指導
を推進する。

・児童生徒の食に関する個別的な課
題のアセスメントに基づき、関係
職員と連携し児童生徒・保護者へ
の個別的な相談指導を行う。

着任時に長野県教育委員会が
求める姿

児童生徒の健全な育成のため、生涯にわたる健康的で豊かな食生活を身に付けられるように指導する意欲を持つ
栄養教諭

養成期
・学習指導要領に基づいた学校給食

の役割について理解する。
・学習指導要領に示された教科領域

の目標、ねらい、内容に応じた食
に関する指導内容を理解する。

・栄養学の知識に基づいたアセスメ
ントや、カウンセリングの技法に
ついて理解する。

資質を支えるスキル

<学校給食の管理>

栄養管理 衛生管理
危機管理 [異物混入、食中毒、
食物アレルギー等]

Ⅳ 深化・貢献期相当
管理職期相当

(経験20年程度以上)

・学校や地域の課題を踏まえ、調査
研究するとともに、関係職員と連
携し、組織的に地域の食に関する
課題に対する改善策をフィード
バックするなど地域において指導
的役割を果たす。

・学校給食における衛生管理につい
て地域全体に助言を行うなど、指
導的役割を果たす。

・専門職として相談・指導を実施す
るとともに、地域における指導的
役割を果たす。

・地域全体に影響する災害等の重大
事故の場合は、リーダー的役割を
果たす。

Ⅲ 充実期相当
(経験10年から20年程度)

・関係機関と連携し、児童生徒や地
域の健康課題を把握して、適切な
栄養管理を行い、評価・改善を行
う。

・衛生管理についてリスクマネジメ
ント等の力を身に付け、給食関係
職員等に指導助言する。

・事故事例の分析結果を活用し、事
故発生時にはより適切かつ迅速な
対応をするとともに、調整役とし
ての役割を果たす。

Ⅱ 伸長期相当
(経験５年から10年程度)

・献立のねらいを明確にし、関連す
る教科等の学習内容を踏まえ、食
に関する指導の全体計画に沿った
取組みを組織的に推進し、評価・
改善を行う。

・食中毒予防等に係る適切な衛生管
理について、マニュアル等の見直
し、改善を図り、関係職員と連携
しながら、中核となって取り組む。

・事故発生時には、適切かつ迅速に
対処するとともに、事故事例を分
析し再発防止を図る。

・災害時における学校給食施設の役
割について理解し、行政機関等と
の連携体制について必要に応じて
見直すなどの改善を図る。

Ⅰ 基礎形成期相当
(経験１年から５年程度)

・学校給食摂取基準に基づき、多様
な食材を活用した献立の計画を立
案する。

・児童生徒の実態から適切な栄養管
理を関係職員と連携して行うとと
もに、食物アレルギーに配慮した
対応を行う。

・施設設備等の課題を的確に捉え、
課題について、関係機関と連携し
てチームとして適切な対応を行う。

・異物混入、食中毒、食物アレルギ
ー等の危機管理マニュアル等に基
づき、安全に配慮した給食運営を
行い、事故発生時には適切な報告
・連絡・相談を行い問題の解決に
努める。

着任時に長野県教育委員会が
求める姿

児童生徒の健全な育成のため、栄養管理・衛生管理・危機管理を正しく理解し、学校給食を適正に運営する意欲
を持つ栄養教諭

養成期 ・学校給食実施基準法令を正しく理
解する。

・学校給食衛生管理基準法令に基づ
いた衛生管理を正しく理解する。

・危機管理の重要性について理解す
る。


